
●
こ
れ
ま
で
の
経
緯

憲
章
は
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
と
い
う
組
織
の
目
的
、
原
則
、
意
思
決
定
手
続
き

等
の
制
度
を
明
文
化
し
た
文
書
で
国
家
の
憲
法
に
相
当
す
る
。
こ
の
よ
う

な
文
書
は
通
常
、
国
際
組
織
が
設
立
さ
れ
る
際
に
加
盟
国
が
署
名
す
る
も

の
で
、
国
際
組
織
の
設
立
規
約
・
設
立
協
定
の
類
の
も
の
と
考
え
て
よ
い
。

し
か
し
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
場
合
、
一
九
六
七
年
の
設
立
時
に
は
外
相
に
よ

る
設
立
宣
言
し
か
発
表
さ
れ
な
か
っ
た
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
は
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の

国
際
組
織
化
に
積
極
的
で
、
一
九
六
八
年
に
憲
章
の
策
定
を
提
案
、
一
九

七
二
年
、
七
四
年
に
も
そ
の
必
要
性
を
主
張
し
続
け
た
（
参
考
文
献
①
、

②
）。
し
か
し
、
他
の
加
盟
国
の
同
意
を
得
ら
れ
ず
憲
章
策
定
は
一
九
八

○
年
代
以
降
、
議
題
に
上
ら
な
く
な
っ
た
。

一
九
九
○
年
代
に
入
り
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
は
域
外
協
力
を
大
幅
に
拡
大
さ

せ
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
経
済
協
力
会
議
（
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
）
な
ど
広
域
地
域
協
力

に
お
い
て
重
要
な
プ
レ
ー
ヤ
ー
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
国
際
社

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
憲
章
の
策
定

　
─
第
一
三
回
首
脳
会
議
に
お
け
る
憲
章
署
名
ま
で
の
道
の
り

二
○
○
七
年
一
一
月
二
○
日
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
第
一
三
回
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
首
脳
会
議
が
開
催
さ
れ
た
。
こ
の
会
議
の
最

大
の
焦
点
は
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
と
い
う
組
織
を
法
的
に
規
定
す
る
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
憲
章
（A

S
E

A
N

 C
harter

、
以
下
「
憲
章
」）

の
署
名
で
あ
っ
た
。
本
稿
で
は
憲
章
策
定
を
め
ぐ
る
合
意
形
成
を
分
析
し
、
憲
章
の
内
容
を
紹
介
す
る
。

鈴
木
早
苗

会
で
の
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
地
位
が
高
ま
る
に
つ
れ
、
加
盟
国
は
組
織
と
し
て

の
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
制
度
整
備
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
、
憲
章
策
定

に
合
意
し
た
。
こ
の
合
意
は
、
こ
れ
ま
で
の
経
緯
を
考
え
れ
ば
、
設
立
後

四
○
年
の
間
に
加
盟
国
間
で
進
め
ら
れ
た
協
力
と
信
頼
醸
成
の
結
果
だ
と

も
い
え
る
。

二
○
○
四
年
、
第
三
七
回
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
年
次
閣
僚
会
議
（A

SE
A

N
 

M
inisterial M

eeting

＝
Ａ
Ｍ
Ｍ
、
定
例
外
相
会
議
を
指
す
）
の
共
同
声
明

で
、
憲
章
制
定
の
必
要
性
が
言
及
さ
れ
た
。
続
い
て
二
○
○
四
年
末
の
首

脳
会
議
で
合
意
さ
れ
た
「
ビ
エ
ン
チ
ャ
ン
・
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム
」

の
中
で
、
憲
章
策
定
は
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
安
全
保
障
共
同
体
構
築
の
た
め
の
作

業
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
二
○
○
五
年
末
の
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
首
脳
会
議

で
は
、
憲
章
策
定
の
た
め
の
ク
ア
ラ
ル
ン
プ
ー
ル
宣
言
が
発
表
さ
れ
、
全

加
盟
国
の
有
識
者
一
○
人
か
ら
成
る
賢
人
会
議
（
Ｅ
Ｐ
Ｇ
）
が
設
置
さ
れ

た
。
Ｅ
Ｐ
Ｇ
は
憲
章
策
定
の
た
め
の
提
言
書
を
作
成
、
二
○
○
七
年
一
月
、

セ
ブ
島
（
フ
ィ
リ
ピ
ン
）
で
の
首
脳
会
議
に
提
出
し
た
（
参
考
文
献
③
）。

分
析
リ
ポ
ー
ト
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分析リポート

こ
の
会
議
で
、
Ｅ
Ｐ
Ｇ
提
言
書
が
憲
章
策
定
の
指
針
と
し
て
採
択
さ
れ
、

加
盟
国
政
府
高
官
か
ら
構
成
さ
れ
る
ハ
イ
レ
ベ
ル
・
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス

（
Ｈ
Ｌ
Ｔ
Ｆ
）
が
設
置
さ
れ
た
。
Ｈ
Ｌ
Ｔ
Ｆ
は
憲
章
草
案
を
策
定
、
今
回

の
首
脳
会
議
に
提
出
し
た
。

今
回
の
首
脳
会
議
で
署
名
さ
れ
た
憲
章
は
一
三
章
、
五
五
条
か
ら
成
る
。

憲
章
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
が
こ
れ
ま
で
に
形
成
、
蓄
積
し
て
き
た
組
織
原
則

や
諸
ル
ー
ル
を
体
系
的
に
明
文
化
し
た
だ
け
で
な
く
、
新
た
な
制
度
も
盛

り
込
ん
だ
（
参
考
文
献
④
）。
新
た
な
制
度
導
入
に
対
し
て
は
加
盟
国
に

は
意
見
の
違
い
が
あ
り
、
Ｅ
Ｐ
Ｇ
提
言
書
提
出
か
ら
憲
章
草
案
完
成
に
至

る
ま
で
、
加
盟
国
間
で
様
々
な
や
り
と
り
が
行
わ
れ
た
。
本
稿
で
は
、
憲

章
の
策
定
過
程
を
分
析
す
る
と
と
も
に
、
新
た
な
制
度
を
中
心
に
憲
章
の

内
容
を
紹
介
す
る
。

●
人
権
機
関
の
設
置

憲
章
に
盛
り
込
ま
れ
た
内
容
の
中
で
最
も
メ
デ
ィ
ア
の
注
目
を
集
め
た

の
は
、
人
権
に
関
す
る
取
り
扱
い
で
あ
る
。
憲
章
第
一
章
の
「
組
織
の
目

的
と
原
則
」
に
お
い
て
民
主
主
義
の
推
進
、
基
本
的
自
由
・
人
権
の
尊
重

が
明
記
さ
れ
た
（
一
条
、
二
条
）。

民
主
主
義
の
推
進
、
人
権
の
尊
重
は
Ｅ
Ｐ
Ｇ
提
言
書
で
も
明
記
さ
れ
た
。

一
方
、
同
提
言
書
に
具
体
的
に
明
記
さ
れ
ず
、
憲
章
で
は
具
体
的
明
記
に

至
っ
た
の
が
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
人
権
機
関
の
設
置
で
あ
る
。
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
人

権
機
関
の
設
置
が
最
初
に
検
討
さ
れ
た
の
は
一
九
九
三
年
の
Ａ
Ｍ
Ｍ
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
の
後
実
現
の
目
処
は
立
っ
て
い
な
か
っ
た
。

Ｅ
Ｐ
Ｇ
提
言
書
で
は
、
Ｅ
Ｐ
Ｇ
代
表
が
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
人
権
メ
カ
ニ
ズ
ム

設
置
の
可
能
性
に
つ
い
て
協
議
し
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
た
が
、
人
権
機
関

の
設
置
そ
の
も
の
は
提
言
さ
れ
な
か
っ
た
（
参
考
文
献
③
）。
し
か
し
、

憲
章
で
は
独
立
条
文
扱
い
で
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
人
権
機
関
の
設
置
を
明
記
し
た

（
一
四
条
）。
こ
の
条
文
で
は
、
人
権
機
関
の
権
限
に
つ
い
て
今
後
、
外

相
が
検
討
、
決
定
す
る
と
し
た
。

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
人
権
機
関
を
設
置
す
る
と
い
う
基
本
合
意
は
二
○
○
七
年

三
月
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
で
開
催
さ
れ
た
Ａ
Ｍ
Ｍ
リ
ト
リ
ー
ト
（A

M
M

 

R
etreat

、
非
公
式
外
相
会
議
を
指
す
）
で
な
さ
れ
た
（K

yodo, 2 M
ar. 

2007

）。
し
か
し
、
こ
の
時
点
で
、
加
盟
国
は
人
権
機
関
の
設
置
を
憲
章

に
盛
り
込
む
こ
と
に
合
意
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
実
際
に
、
六
月
に

ミ
ャ
ン
マ
ー
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
が
民
主
主
義
、
人
権
を
憲
章
の
組
織
原
則

と
し
て
掲
げ
る
こ
と
に
さ
え
反
対
し
て
い
る
と
い
う
報
道
が
な
さ
れ
て
い

る
（Jakarta P

ost, 15 Jun. 2007

）。
一
方
、
六
月
に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
フ

ィ
リ
ピ
ン
、
タ
イ
、
マ
レ
ー
シ
ア
の
国
内
人
権
委
員
会
は
共
同
で
声
明
を

発
表
、
Ｈ
Ｌ
Ｔ
Ｆ
に
提
出
し
た
。
声
明
の
内
容
は
、
憲
章
に
人
権
尊
重
を

組
織
原
則
と
し
て
盛
り
込
み
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
人
権
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
設
置
す

る
よ
う
要
請
す
る
も
の
だ
っ
た
（
参
考
文
献
⑤
、Jakarta P

ost, 29 Jun. 
2007

）。
こ
れ
を
受
け
て
六
月
末
の
Ｈ
Ｌ
Ｔ
Ｆ
で
は
憲
章
に
盛
り
込
む
組

織
の
内
部
機
関
（O

rgan

）
部
分
に
つ
い
て
討
議
、
人
権
機
関
設
置
の
項

目
を
入
れ
る
か
ど
う
か
話
し
合
っ
た
（
参
考
文
献
⑥
）。

最
後
ま
で
人
権
機
関
設
置
を
憲
章
に
盛
り
込
む
こ
と
に
反
対
し
た
の
は
、

軍
事
政
権
下
で
人
権
侵
害
を
非
難
さ
れ
て
い
る
ミ
ャ
ン
マ
ー
で
あ
っ
た

（P
hilippin

e D
aily In

qu
irer, 29 Jul. 2007

）。
七
月
末
、
Ｈ
Ｌ
Ｔ
Ｆ
は

第
四
○
回
Ａ
Ｍ
Ｍ
直
前
に
会
合
を
開
い
た
が
、
人
権
機
関
設
置
に
つ
い
て
、

憲
章
に
挿
入
す
る
文
言
作
成
を
断
念
、
Ａ
Ｍ
Ｍ
に
決
断
を
委
ね
た

（K
yodo, 29 Jul. 2007

）。
Ａ
Ｍ
Ｍ
で
加
盟
国
は
よ
う
や
く
人
権
機
関
設

置
を
憲
章
に
盛
り
込
む
こ
と
に
合
意
し
た
。
こ
の
合
意
を
実
現
さ
せ
た
の

は
、
Ａ
Ｍ
Ｍ
議
長
国
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

フ
ィ
リ
ピ
ン
は
も
と
も
と
人
権
推
進
派
で
あ
り
、
Ａ
Ｍ
Ｍ
で
も
ロ
ム
ロ
・

フ
ィ
リ
ピ
ン
外
相
は
人
権
の
重
要
性
を
再
三
、
強
調
し
て
い
た

（P
h

ilip
p

in
e D

aily In
qu

irer, 29 Jul. 2007

、B
u

sin
ess T

im
es

（Sin
gapore

）, 27 Jul. 2007

）。

こ
の
合
意
は
二
つ
の
点
に
お
い
て
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
加
盟
国
間
の
妥
協
の
産

物
で
あ
っ
た
。
一
つ
は
、
人
権
メ
カ
ニ
ズ
ム
（m

echanism

）
で
も
な
く
、

人
権
委
員
会
（com

m
ission

）
で
も
な
く
、
機
関
（
し
か
も
、B

ody

で

は
な
く
小
文
字
のbody

）と
し
た
点
で
あ
る
。
ベ
ト
ナ
ム
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
、

ラ
オ
ス
は
人
権
機
関
の
即
時
設
置
に
難
色
を
示
し
て
い
た
（M

anila 

B
u

lletin
, 31 Jul. 2007

）。
憲
章
草
案
策
定
に
詳
し
い
関
係
者
の
話
に
よ
れ
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ASEAN憲章の策定─第 13 回首脳会議における憲章署名までの道のり

ば
、
ベ
ト
ナ
ム
も
ミ
ャ
ン
マ
ー
に
加
勢
し
、
機
関
（body

）
と
す
る
こ
と

で
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
や
フ
ィ
リ
ピ
ン
ら
の
推
進
派
と
折
り
合
っ
た
。
こ
の
妥

協
に
は
、
委
員
会
で
は
な
く
機
関
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
設
置
時
期
そ
の

も
の
を
今
後
の
検
討
課
題
と
す
る
意
味
合
い
が
込
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う

（
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
一
一
月
二
日
実
施
）。
も
う
一
つ
は
、
人
権
機
関
の

権
限
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
合
意
は
見
送
ら
れ
た
点
で
あ
る
（T

he 

P
hilippin

e Star, 31 Jul. 2007

）。
推
進
派
は
強
制
力
を
伴
わ
な
い
機
関
と

す
る
こ
と
を
ミ
ャ
ン
マ
ー
に
伝
え
て
同
意
を
取
り
付
け
た
（『
読
売
新
聞
』

七
月
三
一
日
付
）。

し
か
し
な
が
ら
、
組
織
原
則
と
し
て
人
権
尊
重
を
挿
入
、
人
権
機
関
設

置
を
憲
章
に
盛
り
込
む
と
い
う
基
本
路
線
が
敷
か
れ
た
こ
と
は
注
目
に
値

し
よ
う
。
推
進
派
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
は
ミ
ャ
ン
マ
ー
へ
の

説
得
を
試
み
、
ひ
と
ま
ず
基
本
路
線
へ
の
合
意
を
取
り
付
け
た
。
推
進
派

の
国
内
人
権
委
員
会
も
一
定
の
役
割
を
果
た
し
た
と
い
え
よ
う
。

●
加
盟
国
間
の
内
政
不
干
渉
原
則
の
維
持

憲
章
で
は
組
織
原
則
に
加
盟
国
の
国
内
問
題
へ
の
内
政
不
干
渉
が
明
記

さ
れ
た
（
二
条
二
項
⒠
）。
こ
の
点
が
、
Ｅ
Ｐ
Ｇ
提
言
書
と
決
定
的
に
違

う
点
。

Ｅ
Ｐ
Ｇ
は
内
政
不
干
渉
原
則
の
変
更
を
迫
る
よ
う
な
措
置
を
提
言
し
た

（
参
考
文
献
③
）。
具
体
的
に
は
、
加
盟
国
に
対
し
、
違
法
か
つ
非
民
主

主
義
的
な
政
治
体
制
変
更
を
拒
否
す
る
こ
と
、
加
盟
国
の
発
展
に
深
刻
か

つ
敵
対
的
な
影
響
を
及
ぼ
す
政
策
や
措
置
の
実
施
を
慎
む
こ
と
、
加
盟
国

の
主
権
・
領
土
保
全
・
政
治
的
・
経
済
的
安
定
に
脅
威
と
な
る
よ
う
な
活

動
を
慎
む
こ
と
な
ど
を
求
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
義
務
を
加
盟
国
が

遵
守
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
制
裁
措
置
を
科
す
と
し
た
。
具
体
的
に
は
首

脳
会
議
が
、
義
務
に
違
反
し
た
加
盟
国
の
出
席
な
し
に
、
そ
の
国
に
対
し

加
盟
国
と
し
て
の
権
利
の
一
時
停
止
を
決
定
で
き
る
と
し
た
。

憲
章
は
こ
の
Ｅ
Ｐ
Ｇ
提
言
書
の
一
部
を
採
用
し
た
。
加
盟
国
の
義
務
と

し
て
、
法
治
主
義
、
良
い
統
治
、
民
主
主
義
と
立
憲
政
治
の
原
則
を
遵
守

す
る
こ
と
、
加
盟
国
の
主
権
・
領
土
保
全
・
経
済
的
・
政
治
的
安
定
に
脅

威
を
与
え
る
よ
う
な
加
盟
国
、
非
加
盟
国
、
非
政
府
主
体
に
よ
る
政
策
に

関
与
し
な
い
こ
と
を
挙
げ
た
（
二
条
二
項
⒣
・
⒦
）。
し
か
し
、
Ｅ
Ｐ
Ｇ

提
言
書
に
あ
っ
た
、
違
法
か
つ
非
民
主
主
義
的
な
政
治
体
制
の
変
更
に
関

す
る
記
述
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。

内
政
不
干
渉
原
則
の
明
記
と
関
連
し
て
、
憲
章
で
は
、「（
加
盟
国
に
よ

る
）
憲
章
の
深
刻
な
違
反
お
よ
び
不
履
行
が
あ
っ
た
場
合
、
問
題
は
二
○

条
に
付
さ
れ
る
」（
五
条
三
項
）
と
し
、
二
○
条
四
項
で
「
違
反
・
不
履

行
の
問
題
は
首
脳
会
議
で
審
議
、
決
定
さ
れ
る
」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、

Ｅ
Ｐ
Ｇ
が
提
起
し
た
、
義
務
違
反
国
の
出
席
な
し
に
、
そ
の
国
の
義
務
違

反
を
決
定
で
き
る
と
す
る
方
法
は
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
。
Ｅ
Ｐ
Ｇ
が
目
指

し
た
実
効
性
の
あ
る
制
裁
措
置
は
事
実
上
、
見
送
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

七
月
末
の
Ａ
Ｍ
Ｍ
で
は
人
権
機
関
設
置
の
合
意
形
成
に
注
意
が
向
け
ら

れ
、
加
盟
国
の
制
裁
措
置
に
つ
い
て
は
合
意
形
成
を
断
念
し
た
印
象
が
あ

る
。
そ
の
後
、
一
○
月
の
高
級
事
務
レ
ベ
ル
会
合
（Senior O

fficials 

M
eeting

＝
Ｓ
Ｏ
Ｍ
）
で
制
裁
措
置
に
つ
い
て
は
首
脳
会
議
に
委
ね
る
こ

と
を
決
定
し
た
と
の
報
道
が
あ
っ
た
（『
毎
日
新
聞
』
一
○
月
二
三
日
付
）。

し
か
し
、
Ｈ
Ｌ
Ｔ
Ｆ
が
策
定
し
た
草
案
に
は
挿
入
さ
れ
な
か
っ
た
。

内
政
不
干
渉
原
則
維
持
、
制
裁
措
置
の
事
実
上
の
見
送
り
と
い
う
結
果

に
な
っ
た
の
は
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
、
ベ
ト
ナ
ム
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
な
ど
、
一
九

九
○
年
代
に
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
に
加
盟
し
た
国
々
が
内
政
不
干
渉
原
則
堅
持
で

ま
と
ま
る
中
、
原
則
見
直
し
を
主
張
す
る
側
の
意
見
は
割
れ
て
い
た
か
ら

で
あ
る
。
ミ
ャ
ン
マ
ー
は
加
盟
国
へ
の
制
裁
を
示
唆
す
る
項
目
の
挿
入
に

反
対
し
た
（P

hilippin
e D

aily In
qu

irer, 29 Jul. 2007

）。
一
方
、
国
内

の
民
主
化
を
進
め
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
や
フ
ィ
リ
ピ
ン
は
先
の
人
権
問
題
と

同
様
、
加
盟
国
間
の
内
政
不
干
渉
原
則
見
直
し
に
積
極
的
で
あ
っ
た
。
タ

イ
は
一
九
九
八
年
、
内
政
不
干
渉
原
則
の
見
直
し
を
主
張
し
た
が
、
国
内

の
政
治
変
動
で
そ
の
姿
勢
を
変
え
た
。
タ
イ
で
は
二
○
○
六
年
、
ク
ー
デ

タ
ー
が
勃
発
、
暫
定
的
に
軍
事
政
権
が
成
立
し
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
、

タ
イ
は
Ｅ
Ｐ
Ｇ
提
言
書
の
「
違
法
か
つ
非
民
主
主
義
的
な
政
治
体
制
変
更

の
拒
否
」
と
い
う
文
言
に
不
満
を
表
明
し
た
と
い
わ
れ
る
（Jakarta 

P
ost, 15 Jun. 2007

）。
ま
た
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
は
こ
の
問
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題
に
明
確
な
意
思
を
表
明
し
な
か
っ
た
。
首
脳
会
議
で
フ
ィ
リ
ピ
ン
は
ミ

ャ
ン
マ
ー
に
民
主
化
を
急
ぐ
よ
う
に
要
請
し
た
（『
産
経
新
聞
』
一
一
月

二
一
日
付
）。
し
か
し
、
内
政
不
干
渉
原
則
維
持
と
い
う
合
意
の
も
と
で

は
一
加
盟
国
に
よ
る
意
見
表
明
に
と
ど
ま
っ
た
。
推
進
派
の
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
は
認
識
を
共
有
し
て
き
た
は
ず
の
原
加
盟
国
の
応
援
を

得
ら
れ
ず
孤
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
憲
章
は
Ｅ
Ｐ
Ｇ
提
言

書
に
比
べ
、
加
盟
国
間
の
内
政
不
干
渉
原
則
を
重
視
す
る
内
容
に
な
っ
た
。

●
法
人
格
の
確
立
と
代
表
権

冒
頭
で
、
憲
章
は
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
と
い
う
組
織
を
法
的
に
規
定
す
る
た
め

に
策
定
さ
れ
た
と
述
べ
た
。
そ
の
中
心
は
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
に
法
人
格
（legal 

personality

）を
付
与
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
法
人
格
を
持
つ
と
は
、

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
が
組
織
と
し
て
、
国
家
（
た
と
え
ば
日
本
）
あ
る
い
は
、
同

様
に
法
人
格
を
持
つ
国
際
組
織
（
た
と
え
ば
欧
州
連
合
（
Ｅ
Ｕ
））
と
様

々
な
条
約
や
協
定
を
締
結
で
き
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

憲
章
の
第
二
章
は
法
人
格
を
規
定
し
て
い
る
が
、
そ
の
章
を
構
成
す
る

条
文
は
一
つ
し
か
な
い
。
す
な
わ
ち
、「
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
は
政
府
間
組
織
と

し
て
法
人
格
を
持
つ
」
で
あ
る
（
三
条
）。
問
題
は
、
誰
が
あ
る
い
は
ど

の
機
関
が
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
を
代
表
し
て
国
際
法
を
締
結
す
る
か
で
あ
る
。
こ

の
点
に
つ
い
て
、
Ｅ
Ｐ
Ｇ
提
言
書
で
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
を
代
表
し
て
国
際

会
議
に
お
い
て
交
渉
を
行
う
役
割
を
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
事
務
総
長
に
与
え
て
い

る
。
し
か
し
、
事
務
総
長
が
条
約
締
結
権
を
有
す
る
と
い
っ
た
明
確
な
記

述
は
な
か
っ
た
（
参
考
文
献
③
）。

憲
章
で
は
さ
ら
に
曖
昧
に
な
る
。
ま
ず
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
議
長
国
に
域

外
国
と
の
関
係
強
化
の
た
め
に
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
を
代
表
す
る
（represent
）

役
割
を
付
与
し
た
（
三
二
条
⒟
）。
一
方
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
事
務
総
長
に
は

域
外
国
に
対
し
て
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
見
解
を
伝
え
る
（present

）
役
割
を
付

与
し
て
い
る
（
一
一
条
二
項
⒟
）。
さ
ら
に
、
域
外
協
力
に
関
す
る
規
定

（
第
七
章
）
で
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
が
域
外
国
あ
る
い
は
地
域
・
国
際
組
織

と
協
定
を
締
結
す
る
際
、
そ
の
締
結
手
続
き
を
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
調
整
評
議
会

（
加
盟
国
外
相
に
よ
っ
て
構
成
）
の
決
定
に
委
ね
る
と
あ
る
（
四
一
条
七

項
）。
つ
ま
り
、
締
結
す
る
国
際
法
の
性
格
や
相
手
な
ど
に
応
じ
て
、
そ

の
手
続
き
を
決
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
事
務
局
の
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
憲
章
担
当
官
（D

r. Term
sak 

C
halerm

palanupap

）
に
よ
れ
ば
、
憲
章
は
議
長
国
に
代
表
権
を
付
与
し

て
い
る
と
解
釈
で
き
る
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
に
加
盟
国
は
最
終

的
な
結
論
を
出
し
て
お
ら
ず
、
今
後
、
追
加
議
定
書
（supplem

entary 

protocol

）
を
発
表
し
て
、
具
体
化
を
図
っ
て
い
く
方
針
だ
と
い
う
（
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
、
一
一
月
二
六
日
実
施
）。
法
人
格
を
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
協
力

体
制
に
ど
の
よ
う
に
反
映
さ
せ
る
か
に
つ
い
て
の
詳
細
は
今
後
話
し
合
わ

れ
る
。

法
人
格
を
も
つ
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
を
代
表
す
る
職
を
、
Ｅ
Ｐ
Ｇ
提
言
書
で
は

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
事
務
総
長
に
、
憲
章
で
は
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
議
長
国
に
与
え
た
と

解
釈
す
れ
ば
、
加
盟
国
は
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
事
務
総
長
と
い
う
加
盟
国
か
ら
独

立
し
た
職
に
代
表
権
を
付
与
す
る
の
に
消
極
的
だ
っ
た
と
い
え
る
か
も
し

れ
な
い
。

●
意
思
決
定
に
お
け
る
外
相
の
役
割
と
常
駐
代
表
委
員
会
の

設
置

憲
章
第
四
章
は
意
思
決
定
を
担
う
機
関
に
つ
い
て
明
記
し
て
い
る
。
Ｅ

Ｐ
Ｇ
提
言
書
が
踏
襲
さ
れ
た
主
な
点
は
、
首
脳
会
議
の
役
割
で
あ
る
。
首

脳
会
議
は
最
高
意
思
決
定
機
関
と
し
て
年
二
回
開
催
さ
れ
、
加
盟
承
認
や

加
盟
国
の
憲
章
違
反
に
つ
い
て
の
決
定
（
五
条
、
六
条
）、
事
務
総
長
の

任
命
（
七
条
二
項
⒢
）
な
ど
を
行
う
。
ま
た
、
憲
章
改
正
（
四
八
条
）
な

ど
組
織
全
体
に
関
わ
る
重
要
な
決
定
も
行
う
。

図
２
と
図
３
は
そ
れ
ぞ
れ
Ｅ
Ｐ
Ｇ
提
言
書
付
属
書
に
描
か
れ
た
組
織
図

と
、
憲
章
に
基
づ
い
て
筆
者
が
作
成
し
た
組
織
図
で
あ
る
。
Ｅ
Ｐ
Ｇ
提
言

書
と
憲
章
の
違
い
は
外
相
で
構
成
さ
れ
る
会
議
、
常
駐
代
表
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ

Ｎ
事
務
総
長
の
役
割
に
つ
い
て
で
あ
る
。

Ｅ
Ｐ
Ｇ
提
言
書
で
は
外
相
に
よ
る
会
議
は
二
つ
あ
っ
た
。
首
脳
会
議
を

準
備
す
る
「
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
外
相
（
会
議
）」
と
安
全
保
障
共
同
体
評
議
会

を
構
成
す
る
閣
僚
会
議
の
一
つ
と
し
て
の
Ａ
Ｍ
Ｍ
で
あ
る
（
図
２
）。
前
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図２　EPG提言書の組織図

ASEAN外相（会議）
（ASEAN Foreign
Ministers）

事務総長
（Secretary-General）

ASEAN安全保障
共同体評議会
（The Council of the
ASEAN Security
Community）

ASEAN経済共同体
評議会
（The Council of the
ASEAN Eocnomic
Community）

ASEAN社会・文化
共同体評議会
（The Council of the
ASEAN Socio-
Cultural Community）

分野別閣僚（会議）
（Sectoral Ministers）

分野別閣僚（会議）
（Sectoral Ministers）

分野別閣僚（会議）
（Sectoral Ministers）

ASEAN研究所
（ASEAN Institute）

ASEAN事務局
（ASEAN Secretariat）

ASEAN安全保障
共同体委員会
（Committtee of the
ASEAN Security
Community)

ASEAN経済共同体
委員会
（Committtee of the
ASEAN Economic
Community）

ASEAN社会・文化
共同体委員会
（Committtee of the
ASEAN Socio-
Cultural Community）

ASEAN財団
（ASEAN Foundation）

凡例
報告（Report）
相互調整（2-way coordination）

ASEAN評議会（首脳会議）（ASEAN Council）

国内事務局（ASEAN National Secretariats）域外諸国・国際組織のASEAN
委員会
（ASEAN Committees in Non-
ASEAN Countries & Internatinal
Organizations

ASEAN常任委員会
（ASEAN Standing
Committee）

（出所）参考文献③ EPG 提言書原文所収の付属書Ａ（Annex A）（�������）�（�������）��

図３　ASEAN憲章に基づく組織図

ASEAN事務総長
（Secretary-General 
of ASEAN ）

ASEAN財団
（ASEAN Foundation）

ASEAN人権機関*
（ASEAN Human
Rights Body）

ASEAN常駐代表委員会
（Committee of Permanent
Represntatives to ASEAN）

ASEAN政治・安全
保障共同体評議会
（ASEAN Poltical-
Security Community
Council）

ASEAN経済共同体
評議会
（ASEAN Eocnomic
Community Council）

ASEAN社会・文化
共同体評議会
（ASEAN Socio-
Cultural Community
Counicl）

ASEAN事務局
（ASEAN Secretariat）

分野別閣僚会議
（Sectoral Ministerial
Bodies）

分野別閣僚会議
（Sectoral Ministerial
Bodies）

分野別閣僚会議
（Sectoral Ministerial
Bodies）

年次閣僚会議または
外相会議（AMM）な
ど６閣僚会議

経済閣僚会議（AEM）、
財務閣僚会議（AFMM）
など12閣僚会議

情報閣僚会議（AMRI）
など12閣僚会議

ASEAN首脳会議（ASEAN Summit）

報告（Report）
相互調整（2-way coordination）

凡例

ASEAN調整評議会（ASEAN Coordinating Council）

ASEAN国内事務局（ASEAN National Secretariats）

（出所）参考文献④をもとに��作成�
（注）* 他組織との関係等、詳細�未定�

経済閣僚会議
（AEM）

年次閣僚会議または
外相会議
（AMM）

財務閣僚会議
（AFMM）

その他閣僚会議
（Others）

経済高級事務レベル会合
（SEOM）

常任委員会
（ASC）

高級事務レベル会合
（SOM）

財務高級事務レベル会合
（ASFOM）

各準備会合
（Committtees）

作業部会
（Working Groups）

作業部会
（Working Groups）

小委員会／作業部会
（Sub-Committees/
Working Groups）

小委員会／作業部会
（Sub-Committees/
Working Groups）

ASEAN事務局
（ASEANSecretariat）

ASEAN首脳会議（ASEAN Summit）

小委員会／作業部会
（Sub-Committees/
Working Groups）

図１　現行の組織図

（出所）参考文献⑦（�������）�（�������）��
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者
の
会
議
に
つ
い
て
は
、
最
終
決
定
は
首
脳
会
議
と
し
た
上
で
、
外
相
は

そ
の
決
定
の
た
め
の
様
々
な
提
言
を
行
う
機
能
を
担
う
と
し
た
。

憲
章
で
も
外
相
が
参
加
す
る
会
議
に
は
二
つ
あ
る
。「
調
整
評
議
会
」

と
政
治
・
安
全
保
障
共
同
体
評
議
会
を
構
成
す
る
閣
僚
会
議
の
一
つ
、
Ａ

Ｍ
Ｍ
で
あ
る
（
図
３
）。
Ｅ
Ｐ
Ｇ
提
言
書
と
比
べ
、
憲
章
で
は
調
整
評
議

会
に
首
脳
会
議
の
準
備
以
上
の
役
割
を
付
与
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
に
よ
る
国
際
法
締
結
手
続
き
の
決
定
（
前
節
を
参
照
）、
Ａ

Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
国
際
組
織
へ
の
参
加
決
定
（
四
五
条
二
項
）、
そ
し
て
、
三

つ
の
共
同
体
評
議
会
が
合
意
し
た
事
項
や
方
向
性
の
調
整
を
行
い
、
Ａ
Ｓ

Ｅ
Ａ
Ｎ
と
し
て
の
統
一
性
を
確
保
す
る
（
八
条
）
役
割
で
あ
る
。

と
く
に
分
野
別
の
閣
僚
会
議
間
の
調
整
問
題
は
こ
れ
ま
で
も
加
盟
国
間

で
議
論
さ
れ
て
き
た
。
現
行
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
閣
僚
会
議
が
横
並
び
で
首

脳
会
議
の
下
に
置
か
れ
て
い
る
（
図
１
）。
一
九
八
七
年
、
外
相
と
経
済

閣
僚
で
構
成
さ
れ
る
共
同
閣
僚
会
議
（Joint M
inisterial M

eeting

＝
Ｊ
Ｍ

Ｍ
）
が
設
置
さ
れ
、
調
整
機
能
を
担
う
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
。
Ｊ
Ｍ
Ｍ
は

首
脳
会
議
前
に
開
催
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
参
考
文
献
⑦
）。
憲

章
で
は
、
Ｊ
Ｍ
Ｍ
で
は
な
く
、
外
相
に
そ
の
政
策
調
整
を
委
ね
た
。
そ
の

た
め
、
図
３
で
は
、
調
整
評
議
会
を
他
の
評
議
会
よ
り
上
位
に
置
き
、
Ａ

Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
意
思
決
定
に
お
い
て
、
首
脳
に
次
ぐ
外
相
の
地
位
を
明
確
に

し
た
。

実
際
に
は
、
Ｅ
Ｐ
Ｇ
提
言
書
と
憲
章
で
外
相
の
実
質
的
な
役
割
に
あ
ま

り
違
い
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
Ｅ
Ｐ
Ｇ
提
言
書
が
外
相
に
首
脳
会
議

を
準
備
す
る
役
割
を
付
し
た
こ
と
は
、
首
脳
会
議
の
下
に
あ
る
全
評
議
会

の
政
策
を
調
整
す
る
役
割
も
外
相
が
担
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
し
か
し
、
図
２
が
示
す
よ
う
に
、
Ｅ
Ｐ
Ｇ
提
言
書
で
は
「
Ａ
Ｓ
Ｅ

Ａ
Ｎ
外
相
（
会
議
）」
と
、
首
脳
会
議
の
下
に
置
か
れ
る
複
数
の
評
議
会

と
の
関
係
は
曖
昧
で
あ
っ
た
。
政
策
調
整
問
題
の
歴
史
的
経
緯
か
ら
も
、

憲
章
が
Ｅ
Ｐ
Ｇ
提
言
書
に
は
な
か
っ
た
新
た
な
会
議
と
し
て
「
調
整
評
議

会
」
を
設
置
し
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。

ま
た
、
憲
章
で
は
、
外
相
か
ら
構
成
さ
れ
る
も
う
一
つ
の
会
議
、
政
治

・
安
全
保
障
共
同
体
評
議
会
の
下
に
あ
る
Ａ
Ｍ
Ｍ
に
以
下
の
役
割
を
明
記

し
た
。
域
外
対
話
国
の
認
定
、
域
外
対
話
国
か
ら
の
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
大
使
の

承
認
（
四
四
条
、
四
六
条
）
で
あ
る
。
Ｅ
Ｐ
Ｇ
提
言
書
で
は
域
外
協
力
に

関
す
る
決
定
（
域
外
対
話
国
、
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
の
地
位
の
認
定
な
ど
）
は

外
相
に
よ
る
提
言
を
ふ
ま
え
て
首
脳
会
議
で
な
さ
れ
る
と
し
て
い
た
（
参

考
文
献
③
）。
調
整
評
議
会
の
役
割
と
同
様
、
憲
章
で
は
外
相
の
地
位
の

向
上
が
図
ら
れ
て
い
る
。

Ｅ
Ｐ
Ｇ
提
言
書
と
憲
章
の
第
二
の
違
い
は
常
駐
代
表
の
扱
い
で
あ
る
。

Ｅ
Ｐ
Ｇ
提
言
書
は
加
盟
国
が
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
事
務
局
の
あ
る
ジ
ャ
カ
ル
タ
に

常
駐
代
表
を
置
く
と
し
た
。
常
駐
代
表
は
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
諸
会
合
に
各
国

政
府
を
代
表
し
て
出
席
す
る
と
し
た
が
、
そ
の
役
割
は
具
体
的
に
明
記
さ

れ
な
か
っ
た
（
参
考
文
献
③
）。
Ｅ
Ｐ
Ｇ
提
言
書
の
組
織
図
に
も
現
れ
て

い
な
い
（
図
２
）。

し
か
し
、
憲
章
で
は
加
盟
国
は
常
駐
代
表
を
ジ
ャ
カ
ル
タ
に
派
遣
、
各

国
常
駐
代
表
で
構
成
さ
れ
る
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
常
駐
代
表
委
員
会
を
設
置
す
る

と
し
た
（
図
３
）。常
駐
代
表
委
員
会
は
各
閣
僚
会
議
の
活
動
を
サ
ポ
ー
ト
、

国
内
事
務
局
（
各
加
盟
国
政
府
外
務
省
内
に
設
置
）
と
の
調
整
、
Ａ
Ｓ
Ｅ

Ａ
Ｎ
事
務
局
と
の
連
絡
等
を
行
う
（
一
二
条
）。

こ
の
役
割
は
こ
れ
ま
で
常
任
委
員
会
（A

SE
A

N
 Standing C

om
m

ittee

＝
Ａ
Ｓ
Ｃ
）
が
担
っ
て
き
た
も
の
に
類
似
す
る
（
図
１
）。
Ａ
Ｓ
Ｃ
は
各

国
外
務
省
の
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
担
当
が
年
に
数
回
会
合
を
開
い
て
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ

の
全
活
動
を
レ
ビ
ュ
ー
し
年
次
報
告
書
の
作
成
な
ど
を
行
っ
て
き
た
。
Ｅ

Ｐ
Ｇ
提
言
書
は
常
駐
代
表
の
役
割
を
明
確
に
し
な
い
一
方
、
こ
の
Ａ
Ｓ
Ｃ

の
役
割
は
温
存
し
た
（
図
２
）。
憲
章
で
は
Ａ
Ｓ
Ｃ
を
憲
章
本
文
か
ら
削

除
し
た
（
図
３
）。
明
示
的
で
は
な
い
が
、
実
質
的
な
役
割
か
ら
判
断
す

る
と
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
常
駐
代
表
委
員
会
は
Ａ
Ｓ
Ｃ
の
常
設
化
と
考
え
ら
れ
る
。

Ａ
Ｓ
Ｃ
は
憲
章
の
付
属
文
書
で
政
治
・
安
全
保
障
共
同
体
評
議
会
を
構

成
す
る
一
閣
僚
会
議
で
あ
る
Ａ
Ｍ
Ｍ
の
準
備
会
合
と
な
っ
て
い
る
（
参
考

文
献
⑧
）。
そ
の
意
味
で
、
Ａ
Ｍ
Ｍ
の
準
備
会
合
は
現
行
と
変
わ
ら
ず
、

Ｓ
Ｏ
Ｍ
と
Ａ
Ｓ
Ｃ
で
あ
る
（
図
１
）。
し
か
し
、
図
１
と
図
３
で
明
ら
か

な
よ
う
に
、
現
行
の
Ａ
Ｍ
Ｍ
と
、
憲
章
で
新
た
に
設
置
さ
れ
た
政
治
・
安

全
保
障
共
同
体
評
議
会
の
下
に
置
か
れ
る
Ａ
Ｍ
Ｍ
で
は
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
全
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体
の
意
思
決
定
に
お
け
る
位
置
づ
け
が
異
な
る
。
他
の
閣
僚
会
議
の
準
備

が
Ｓ
Ｏ
Ｍ
に
よ
っ
て
一
元
的
に
担
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
今
後
、

Ａ
Ｓ
Ｃ
は
形
骸
化
し
て
い
く
の
か
も
し
れ
な
い
。

第
三
の
違
い
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
事
務
総
長
の
役
割
で
あ
る
。
Ｅ
Ｐ
Ｇ
提

言
書
で
は
、
事
務
総
長
は
首
脳
会
議
や
閣
僚
会
議
を
ア
シ
ス
ト
す
る
の
み

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
憲
章
で
は
新
た
な
役
割
を
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
事
務
総
長

に
付
し
た
。
そ
れ
は
、
設
置
が
合
意
さ
れ
た
紛
争
解
決
メ
カ
ニ
ズ
ム
（
第

八
章
）
に
お
い
て
、
加
盟
国
が
紛
争
解
決
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
決
定
事
項
や
提

言
を
遵
守
し
て
い
る
か
を
監
視
す
る
役
割
で
あ
る
。
事
務
総
長
は
監
視
結

果
を
首
脳
会
議
に
報
告
、
首
脳
会
議
が
最
終
決
定
す
る
（
二
七
条
）。
紛

争
解
決
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
設
置
の
詳
細
は
明
確
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
し
か

し
、
そ
の
運
用
面
に
お
い
て
事
務
総
長
に
監
視
機
能
が
付
与
さ
れ
た
こ
と

は
注
目
に
値
す
る
。

以
上
、
憲
章
は
首
脳
会
議
を
最
高
意
思
決
定
機
関
と
し
、
調
整
評
議
会
、

常
駐
代
表
委
員
会
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
事
務
総
長
に
新
た
な
役
割
を
与
え
た
。

ま
た
、
憲
章
で
は
、
特
に
組
織
全
体
に
関
わ
る
重
要
な
決
定
に
つ
い
て
、

外
相
と
首
脳
の
役
割
を
重
視
し
て
い
る
。

●
コ
ン
セ
ン
サ
ス
に
よ
る
意
思
決
定
の
温
存

憲
章
で
は
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
基
本
的
な
意
思
決
定
方
式
と
し
て
「
協
議
と

コ
ン
セ
ン
サ
ス
に
基
づ
く
決
定
」（based on consultation and 

consensus

）
と
い
う
慣
行
が
改
め
て
明
文
化
さ
れ
た
（
二
○
条
）。
ま
た

経
済
分
野
で
の
合
意
の
実
施
方
法
に
つ
い
て
「
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
│
Ｘ
方
式
」

が
導
入
さ
れ
、
全
加
盟
国
の
実
施
を
前
提
と
し
な
い
迅
速
な
決
定
の
方
法

を
盛
り
込
ん
だ
（
二
一
条
）。
こ
こ
ま
で
は
Ｅ
Ｐ
Ｇ
提
言
書
を
踏
襲
し
た
。

一
方
、
Ｅ
Ｐ
Ｇ
提
言
書
で
言
及
さ
れ
た
表
決
制
（voting

）
の
導
入
は

実
質
的
に
見
送
ら
れ
た
。
提
言
書
で
は
政
治
・
安
全
保
障
分
野
、
組
織
上

の
問
題
な
ど
、
政
治
的
に
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
な
問
題
以
外
の
問
題
領
域
に
お

け
る
諸
決
定
に
表
決
制
導
入
が
提
言
さ
れ
た
。
表
決
制
（
単
純
多
数
決
か
、

三
分
の
二
多
数
決
か
な
ど
も
含
め
て
）
に
付
す
問
題
領
域
の
特
定
に
つ
い

て
の
決
定
は
首
脳
会
議
が
行
う
と
し
て
い
る
（
参
考
文
献
③
）。
憲
章
で

も
従
来
の
意
思
決
定
方
式
で
合
意
に
至
ら
な
か
っ
た
場
合
、
首
脳
会
議
は

他
の
意
思
決
定
方
法
を
探
る
と
し
て
い
る
（
二
○
条
二
項
）。
し
か
し
、

表
決
制
、
単
純
多
数
決
、
三
分
の
二
多
数
決
、
四
分
の
三
多
数
決
と
い
っ

た
用
語
は
全
て
削
除
さ
れ
た
。

興
味
深
い
の
は
、
Ｅ
Ｐ
Ｇ
提
言
書
で
明
記
さ
れ
た
「
全
会
一
致
」（by 

unanim
ity

）
と
「
コ
ン
セ
ン
サ
ス
に
よ
る
決
定
」（by consensus

）
と
い

う
表
現
が
、
憲
章
で
は
す
べ
て
「
コ
ン
セ
ン
サ
ス
に
よ
る
決
定
」
に
統
一

さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
Ｅ
Ｐ
Ｇ
提
言
書
で
は
加
盟
承
認

は
「
全
会
一
致
」
で
な
さ
れ
る
と
し
た
。
し
か
し
、
憲
章
で
は
「
コ
ン
セ

ン
サ
ス
に
よ
る
決
定
」
に
書
き
換
え
ら
れ
て
い
る
（
六
条
三
項
）。
全
会

一
致
は
表
決
制
の
一
つ
で
あ
り
、
全
会
一
致
を
削
除
し
た
と
い
う
こ
と
は
、

全
加
盟
国
政
府
（
よ
り
具
体
的
に
は
Ｈ
Ｌ
Ｔ
Ｆ
代
表
）
の
「
総
意
」
が
表

決
制
導
入
に
消
極
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
「
総
意
」
は
表

決
制
導
入
に
反
対
す
る
加
盟
国
の
意
向
で
も
あ
っ
た
。
表
決
制
の
導
入
に

は
Ｅ
Ｐ
Ｇ
提
言
書
作
成
を
主
導
し
た
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
そ
し
て
フ
ィ
リ
ピ

ン
が
当
初
か
ら
積
極
姿
勢
を
み
せ
て
い
た
（B

u
sin

ess Tim
es

（Sin
gapore

）, 27 Jul. 2007

）。
し
か
し
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
を
含
む
複
数
の

国
が
反
対
し
た
（K

yodo, 2 M
ar. 2007

、P
hilippin

e D
aily In

qu
irer, 29 

Jul. 2007

）。
加
盟
国
へ
の
制
裁
措
置
の
場
合
と
同
様
、
新
規
加
盟
国
の
主

張
が
通
る
形
と
な
り
表
決
制
導
入
は
見
送
ら
れ
た
。

●
む
す
び

以
上
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
憲
章
の
内
容
を
、
新
た
な
制
度
と
そ
の
策
定
過
程

に
注
目
し
て
紹
介
し
た
。
様
々
な
問
題
が
争
点
と
な
っ
た
が
基
本
的
な
構

図
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
や
フ
ィ
リ
ピ
ン
な
ど
の
原
加
盟
国
と
、
ミ
ャ
ン
マ

ー
、
ベ
ト
ナ
ム
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
な
ど
の
新
規
加
盟
国
の
対
立
で
あ
っ
た
。

加
盟
国
の
国
内
問
題
に
対
す
る
内
政
不
干
渉
原
則
の
堅
持
、
加
盟
国
へ
の

制
裁
措
置
お
よ
び
表
決
制
の
導
入
見
送
り
は
、
新
規
加
盟
国
の
反
対
が
功

を
奏
し
た
形
と
な
っ
た
。
一
方
、
原
加
盟
国
は
こ
う
し
た
制
度
の
導
入
に

一
致
団
結
す
る
ほ
ど
一
枚
岩
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
基
本
的
に
従

来
の
組
織
原
則
と
意
思
決
定
手
続
き
が
維
持
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
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た
だ
し
、
人
権
、
民
主
主
義
を
組
織
の
目
的
・
原
則
に
掲
げ
た
こ
と
、

人
権
機
関
の
設
置
が
合
意
さ
れ
た
こ
と
な
ど
、
新
た
な
制
度
の
導
入
に
つ

い
て
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
政
策
決
定
者
の
強
い
後
押
し

が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
制
裁
措
置
は
見
送
ら
れ
た
も
の
の
、
組
織
の

原
則
・
方
針
を
遵
守
し
て
い
る
か
を
精
査
す
る
紛
争
解
決
メ
カ
ニ
ズ
ム
の

設
置
と
、
こ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
運
用
で
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
事
務
総
長
が
監
視
機

能
を
担
う
こ
と
も
盛
り
込
ま
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
新
た
な
制
度
は
詳
細
が

詰
め
ら
れ
て
い
な
い
部
分
も
多
い
が
、
可
能
性
と
し
て
、
加
盟
国
間
関
係

を
特
徴
づ
け
る
新
た
な
制
度
に
な
り
得
る
。

最
後
に
批
准
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
。
今
回
署
名
さ
れ
た
憲
章
は
全
加

盟
国
の
批
准
を
経
て
発
効
す
る
。
憲
章
の
規
定
で
は
、
最
後
の
加
盟
国
が

批
准
し
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
事
務
総
長
に
批
准
報
告
を
し
た
日
か
ら
数
え
て
三

○
日
目
に
発
効
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
四
七
条
）。
今
回
の
首
脳
会

議
の
議
長
声
明
は
、「
来
年
（
二
○
○
八
年
）
末
の
首
脳
会
議
で
議
長
国

タ
イ
が
憲
章
発
効
の
記
念
式
典
を
開
催
す
る
こ
と
を
歓
迎
す
る
」
と
述
べ

て
い
る
（
参
考
文
献
⑨
）。
し
か
し
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
ア
ロ
ヨ
大
統
領
は

今
回
の
首
脳
会
議
の
席
上
、「
ミ
ャ
ン
マ
ー
が
民
主
化
の
道
を
進
ま
ず
、

ア
ウ
ン
サ
ン
ス
ー
チ
ー
さ
ん
を
解
放
し
な
け
れ
ば
、
我
が
国
の
議
会
は
納

得
せ
ず
、
憲
章
批
准
は
困
難
に
な
る
」
と
発
言
し
た
（『
毎
日
新
聞
』
一

一
月
二
一
日
付
）。
憲
章
発
効
に
向
け
た
各
国
の
取
り
組
み
に
注
目
し
た

い
。
ま
た
、
憲
章
の
規
定
に
は
曖
昧
な
記
述
が
散
見
さ
れ
た
。
憲
章
発
効

後
は
、
憲
章
の
規
定
を
具
体
化
し
て
い
く
作
業
が
開
始
さ
れ
る
。

（
す
ず
き　

さ
な
え
／
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
新
領
域
研
究
セ
ン
タ
ー
）

《
参
考
文
献
》

①
山
影
進
『
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
│
シ
ン
ボ
ル
か
ら
シ
ス
テ
ム
へ
』
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
九
一
年
。

②D
epartm

ent of Foreign A
ffairs, M

anila, Philippines, In
stitu

tion
alizin

g the 

A
SE

A
N

, 1975.

③
鈴
木
早
苗
「
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
憲
章
（A

SE
A

N
 C

harter

）
策
定
に
向
け
た
取
り

組
み
│
賢
人
会
議
（
Ｅ
Ｐ
Ｇ
）
に
よ
る
提
言
書
を
中
心
に
」（『
ア
ジ
ア
経
済
』

第
四
八
巻
第
六
号
、
二
○
○
七
年
六
月
）。
Ｅ
Ｐ
Ｇ
提
言
書
原
文R

eport of 

the E
m

in
en

t Person
s G

rou
p on

 the A
SE
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